
【国土交通省補助事業】 

  令和２年度 

「改正建築物省エネ法（小・中規模建築物設計者用向け）講習会」 
 

 

共 催 ：一般社団法人 日本建築士事務所協会連合会 

一般社団法人 福井県建築士事務所協会 

 

 令和元年 5月 17日に改正建築物省エネ法が公布されました。これにより、300㎡未満の小規模建築

物においては、建築士から建築主への省エネ性能に関する説明が義務付けられ、省エネ基準への適合

義務制度の対象が、現行の 2,000㎡以上から 300㎡以上の中規模建築物まで拡大されます。 

 本講習では、令和 3 年 4 月の施行に向けて主に 300 ㎡前後の小・中規模建築物の設計者を対象とし

た改正建築物省エネ法の概要および省エネ性能に係る計算方法のポイント等を解説していますので、

ぜひご受講ください。 

 なお、本講習で使用するＤＶＤと同じ内容の動画をホームベージ上で公開する予定です。 

 

■日 時：令和２年１０月３０日(金) １３：３０～１７：３０（受付１３：００～） 

■場 所：ユニオンプラザ福井 大ホール（福井市問屋町１丁目３５番地） 

■受講料：無料 

■ﾃ ｷ ｽ ﾄ：「改正建築物省エネ法講習テキスト（小・中規模建築物設計者用）」 

■定 員：先着５０名（定員となりましたら締め切らせていただきます） 

     ※新型コロナウイルス感染防止対策として、会場の収容人数の５０％以下としています。 

■対 象：建築士事務所に所属する職員 

■講 習：ＤＶＤによる映像講習 

■申込方法：「受講申込書」に必要事項をご記入のうえＦＡＸにてお申込み下さい。 

■問合せ先：一般社団法人 福井県建築士事務所協会 TEL ０７７６－５４－１５５２ 

    「改正建築物省エネ法講習（小・中規模建築物設計者用）講習会」 

                   受 講 申 込 書 

受付番号 

 

申 込 者   

勤 務 先  

住 所  

電話番号  Ｆ Ａ Ｘ  

※注意事項※ 

 ・この申込書に記載された個人情報は、講習会以外の目的には使用いたしません。 

 ・発熱や咳、咽頭痛などの症状がある方は受講をお控えください。 

 ・マスクの着用および手指洗浄へのご協力をお願いします。 

 ・新型コロナウイルスの感染状況により、講習会を延期もしくは中止する場合があります。 

ＦＡＸ送信先  一般社団法人 福井県建築士事務所協会 あて 

FAX ０７７６－５４－８４９０ 
 


